
移行措置規程
資　格 職　能 受験資格 新資格 職　能 受験資格

公認1級 全国大会等の審判／国
際審判員への参加資格

特例公認
1級

全国大会等の執行審判以上（種目限
定無し）／国際審判員への参加資格

下欄の４．による

４．2012年4月～2014年3月の2年間に限り、現「公認1級審判員」のうち、下記に該当する者は、特例
　　措置による「特例公認1級」として資格更新登録を行うことができる。

現　行　制　度 改　正　新　制　度　案

　新公認審判員制度　移行措置規程：
１．2011年度第14期全国審判員研修会および審判員資格更新手続きから、新公認審判員資格制度を採用する。

２．公認審判員１～3級制度は廃止し、同資格所有者は、下記の移行措置規程により、資格更新手続きを行う。

３．現公認審判員資格は2012年3月31日に満了する。すべての審判有資格者は、

　　１）第14期全国審判員研修会（2012年2～3月実施）を受講・受験して上級資格（新資格）を取得するか、

　　２）2012年4月30日期限で「資格書換え更新登録」手続きをする。更新登録は新資格制度の移行措置規程に基づいて行う。

所属団体大会、その他
の競技会等の審判員

７．上記６．で、公認拳術１級審判員が公認太極拳審判員を受験する際には、受験資格は「太極拳初段」以上とする。

８．2014年3月時点で国際審判員として実績がある者は、本人の申請により、公認拳術1級審判員には公認太極拳1級審判
　　員の資格を付与する。公認太極拳1級審判員には公認拳術1級審判員の資格を付与する。

2011年 新公認審判員制度概要
2011年6月18日第74回理事会承認

都道府県大会または全
国大会の審判員

2級

①太極拳初
段以上で、
都道府県1次
試験「共通
試験」合格

者、

または

②1次試験
「共通試
験」と「技
術用語試
験」合格者

3級

　　　特例更新該当者； 200６年7月～2011年7月までの5年間に、全国大会（全日本選手権、全日本競技大会、ＪＯＣ
　　　　　ジュニアカップ大会）で、執行審判員またはそれ以上の審判役員を担当したことがある審判員（別紙「特例更新
　　　　　該当審判員一覧」に記載されている人。套路審判員のみの経験者は該当しない）。

　　　特例更新の目的； 新資格制度が軌道にのるまでの期間、全国大会の執行審判員を安定的に確保するため。

５．上記４．の特例更新該当者以外の現公認1級審判員は、すべて、新制度による「公認太極拳1級」または「公認拳術1級」
　　のいずれかに、資格更新を申請し、登録しなければならない。

６．2014年2～3月に実施予定の「第15期全国審判員研修会」以降は、公認太極拳１級審判員で希望する人は、公認拳術審判
　　員試験を受験し、「本試験」の成績により、1級の成績を得た場合は、公認太極拳1級に加えて、公認拳術1級審判員の資格
　　を登録することができる。
　　ただし、「本試験」の成績が2級以下であった場合は、公認拳術審判員の資格は付与しない。同様に、公認拳術1級の審判
　　員で希望する人は、公認太極拳審判員試験を受験し、「本試験」の成績により、1級の成績を得た場合は、公認拳術1級に
　　加えて、公認太極拳1級審判員の資格を登録することができる。ただし、2級以下の成績には太極拳審判員の資格は付与
　　しない。



資　格 職　能 受験資格 新資格 職　能 受験資格 移行措置規程

１．現行の公認1級審判員は、本級または新規

　公認拳術1級審判員のいずれかを選んで、更
　新登録することができる。

２．新規公認太極拳1級は、「本試験」の成績によ
　り、認定する。

公 認 太
極拳1級

都道府県大会太極拳種
目の執行審判以上

１．現行の公認太極拳１級審判員は、新規公認
　太極拳２級審判員の更新登録をすることがで
　きる。

２．新規公認太極拳２級は、「本試験」の成績
　により、認定する。

公 認 太
極拳2級

都道府県大会太極拳種
目の套路、業務審判

１．現行の公認太極拳２級審判員は、新規公認太
極拳３級審判員の更新登録をすることができる。

２．新規公認太極拳３級は、「本試験」の成績に
　より、認定する。

公認太極拳
1級

日本連盟が主催、後援、協賛する
全国性の競技会、大会等の「太
極拳種目」、「伝統拳術系種目」
および「JOCジュニア大会拳術系
種目」の執行審判員以上の審判業
務をすることができる。また、都
道府県大会の執行審判員以上の審
判業務（種目限定無し）をするこ
とができる。

太極拳２段以上
で、1次試験「共
通試験」合格者

日本連盟が主催、後援、協賛する
全国性の競技会、大会等の「太
極拳種目」、「伝統拳術系種目」
の套路・業務審判員の審判業務を
することができる。また、都道府
県大会の執行審判員以上の審判業
務（種目限定無し）をすることが
できる。

都道府県大会の套路、業務審判員お
よび所属団体大会その他の競技会等
の審判業務をすることができる。

公認太極拳
2級

公認太極拳
3級



資　格 職　能 受験資格 新資格 職　能 受験資格 移行措置規程

公認拳術
1級

１．現行公認1級審判員は、本級または新規太極

　拳審判員1級審判員のいずれかを選んで、更新
　登録することができる。
２．新規公認拳術1級は、「本試験」の成績によ
　り、認定する。

３．現行長拳1級審判員のうち、全国大会の執行
　審判員経験者は、特例として、本級に更新登録
　することができる。（別紙「特例更新該当審判
　員一覧」に記載されている人。

公 認 長
拳1級

公認拳術
2級

１．上記３．以外の現行の公認長拳１級審判員
　は、新規公認拳術２級審判員の更新登録をす
　ることができる。
２．新規公認拳術２級は、「本試験」の成績に
　より、認定する。

公 認 長
拳2級

公認拳術
3級

１．現行の公認長拳２級審判員は、新規公認拳
　術３級審判員の更新登録をすることができる。

２．新規公認拳術３級は、「本試験」の成績に
　より、認定する。

書換え資
格

公認太極拳審判員 公認拳術審判員

→ １級 又は １級

→ ２級 又は ２級

→ ３級 又は ３級

→ ２級 ―

→ ３級 ―

→ ― ２級

→ ― ３級

公認太極拳１級審判員

公認太極拳２級審判員

公認長拳１級審判員

公認長拳２級審判員

公認１級審判員

公認２級審判員

公認３級審判員

全国大会等の套路・業
務審判員／都道府県大
会の套路、業務審判

都道府県大会の套路、業務審判員お
よび所属団体大会その他の競技会等
の審判業務をすることができる。

※「2011年公認審判員制度改正」による資格の「書換え更新」と資格対照表
第13期（2009年度）に登録

または更新した資格

日本連盟が主催、後援、協賛する全
国性の競技会、大会等の「長拳・南
拳および伝統拳術系種目」の執行審
判員以上の審判業務（種目限定無
し）をすることができる。

長拳2級以上で、

1次試験「共通試
験」合格者

長拳2級以上で、

1次試験「共通試
験」合格者

1次試験「共
通試験」と
「技術用語
試験」合格
者

全国大会等の執行審判
員

日本連盟が主催、後援、協賛する全
国性の競技会、大会等の長拳・南拳
および伝統拳術系種目」の套路・業
務審判員の審判業務をすることがで
きる。また、都道府県大会の執行審
判員以上の審判業務（種目限定無
し）をすることができる。


